　　　佐保地域学校規模適正化検討協議会設置要綱　２０１８．０９．１０
（目的及び設置）
第1条 若草中学校校区学校規模適正化の実施について検討を行うため、佐保地域自治協議会に佐保地域学校規模適正化検討協議会（以下「検討協議会」という）を設置する。
（所掌事項）
第2条 検討協議会の所掌事項は、若草中学校区学校規模適正化の実施に関すること。
（組織）
第3条 検討協議会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 地域住民の代表者
(2) 保護者の代表者
(3) 学校関係者の代表者
（委員の任期）
第４条　委員の任期は１年間とし、再任されることを妨げない。
（会長及び副会長）
第５条　検討協議会に会長、副会長及び幹事を置く。
２　会長は、委員の互選による。
３　会長は、検討協議会を代表し、会務を総括する。
４　副会長は、委員のうちから会長が３名を指名する。
５　副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
６　幹事は構成員のうちから会長が若干名を指名、協議会の運営に当たる。
（会議）
第６条　検討協議会は、会長が招集し、会長が議長となる。
２　検討協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
３　検討協議会の議事は、出席委員の半数で決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
４　検討協議会は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聞き、または説明を求めることができる。
５　検討協議会の会議は、公開とする。ただし、検討協議会が決定したときは、非公開とすることができる。
（事務局）
第７条　協議会の円滑な運営を行うため、事務局を設置する。
（作業部会）
第８条　会長は、必要と認めるときは、検討協議会に作業部会を置くことができる。
（委任）
第９条　この要綱に定めるもののほか、検討協議会の運営に関し必要な事項は、協議会に諮り、会長が別に定める。
　附則
（施行期日）
１　この要綱は、令和５年９月１０日から施行する。
